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2022 年 12 月 12 日 

ご家族各位 

社会福祉法人 清祥会 

特別養護老人ホーム こすもす 

TEL 0768-76-2002 

オンライン（テレビ電話）面会手順 
  

■オンライン（テレビ電話）面会の実施方法について 

 オンライン面会を行う為には、LINE の設定、面会予約、通話の手順が必要となります。 

 ※用語集は巻末に記載しております。 

※本手順は当法人ホームページに掲載しております。 

 

１：LINE の設定 

オンライン面会を実施する為には当法人の公式アカウントと「友だち」になる必要があります。 

LINE を使用していない方は(1)へ、使用している方は(2)へ。 

※普段 LINE を使用している方でも、最新バージョンにアップデートしていない場合は最新バージョンへ 

アップデートをお願い致します。古いバージョンでは通話が出来ない可能性があります。 

（１）LINE のインストール・初期設定（以下の URL か QR コードからアクセスして下さい） 

   ※URL、QR コードへのアクセス方法はページ 2～4 を参照 

(ア)URL https://line-howtouse.net/regist.php 

(イ)下記の QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取りインストール 

 

 

 

（２）公式アカウント「特別養護老人ホーム こすもす」と友だちになる方法 

（以下の URL か QR コードからアクセスして下さい） 

   ※URL、QR コードへのアクセス方法はページ 2~4 を参照 

(ア)URL https://otona-life.com/2021/10/27/88567/  

(イ)下記の QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取り友だち追加 

 

 

 

 友だち追加して頂くと公式アカウントよりメッセージが送信されますのでメッセージに沿ってご対応

をお願い致します。 

※メッセージに記載されておりますが、ご利用者様のご家族ということを確認させて頂きますので、

個人情報とはなりますが、「当施設のご利用者様氏名」、「ご利用者様との続柄」、「友だち追加頂いた

方の氏名」、「キーパーソンからの面会許可有無」のご返信をお願い致します。 
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※URL へのアクセス方法 

         ①ページ１の青色の部分（https://）を押して下さい。 

 

※QR コードへのアクセス方法（以下の画像は例です） 

 ①スマートフォン、タブレットを開きカメラを起動 

②QR コードを読み込む。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③QR コードの読み取りが完了し、画面に通知が表示されるので押して下さい。                   

  読み取りができない場合は、「QR コードリーダー」をインストールし使用して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  を押して下さい。） 
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 ④QR コードにアクセスできました。 

    

 

 ※LINE から QR コードを読み取り友だちを追加する方法（以下の画像は例です） 

     ①LINE を開き「ホーム」、   の順に押して下さい。 
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②「QR コード」を押して下さい（確認画面が表示された場合、画面の指示に従って下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ③QR コードリーダーで QR コードを写して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④友だちの名前が表示されたら名前を押した後チェックを入れ、「追加」を押して下さい。 
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２：面会予約 

(1)当法人側で友だち追加完了後に、当施設公式アカウントから予約サイトの URL を記載したメ 

ッセージを送信させて頂きます。メッセージ中の URL を押してご予約をお願い致します。 

※面会希望日の 3 日前までに予約して下さい。 

※画面移動する際に、広告が表示されることがありますので、広告が出た際は「×」又は 

「閉じる」で広告を消して下さい。 

URL にアクセス頂いた後の手順は以下となります。赤点線内を押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)「予約」を押して下さい 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)「オンライン面会」を押して下さい 

(ウ)「予約・スケジュール」を押して下さい 
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(エ)「+日時の追加」を押して下さい 

(オ)赤丸（予約可能日）の中から希望日を押して下さい  

※本手順書では 24 日を選択します 

※予約可能日数により左記の画面の

表示が変わります。詳細は下記ＱＲ

コードから確認下さい。 



8 

 

 

(カ)選択日の面会可能時間が表示されるので選択 

(キ)「この日時を追加」を押して下さい 
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(ク)「次へ」を押して下さい 

(ケ)ご予約者様氏名、メールアドレス、電話番号を入力し「内容確認へ進む」を押して下さい 
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(コ)「予約する」を押して下さい 

(サ)申込の完了です。ご登録頂いたメールアドレスに申込受付のメールが送信されます。※注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注：この段階（サ）ではまだ予約は確定しておりません。 

当法人からの確定連絡を持って予約完了となります。 

確定連絡はご登録頂いたメールアドレスに送信されま 

す。なお、（サ）でアカウント登録して頂くことも可能 

です（（シ）へ）。 

登録頂くと次回以降の予約時に(ア)の右上の よりロ 

グインして頂くことで(ケ)の手順を省くことが出来ま 

す。 
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(シ)アカウントを登録する場合は、パスワードを設定（半角英数字を含む 8 文字以上）し、 

「登録する」を押して下さい。※本手順（シ）は省略可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        以上で予約手順は終了です。 
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３：通  話 

(1)面会時間の約 15～30 分前に LINE のメッセージにて「通話リクエスト」を送付させて頂きます。

「通話リクエスト」を押すことで通話が開始できますので、面会時間になりましたら「通話リクエ

スト」を押しお電話頂けますようお願い致します。電話が繋がりましたら画面中央の「ビデオ通話

を開始」を押して下さい。 

(2)ご利用者様には当法人のタブレットを貸与（無償）し面会頂きます。タブレットの操作については、

当法人職員が行います。 

(3)面会時間は１５分程度／回です。 

 

4：注意事項 

(1)本通知を遠方にお住いのご家族に共有頂いても構いませんが、面会が可能な方は、キーパー 

ソンもしくはキーパーソンが許可した方に限らせて頂きます。 

     （2）2 拠点間（例：当法人と金沢）でのオンライン面会は可能ですが、3 拠点間（例：当法人と 

金沢、東京）のオンライン面会は出来ません。 

(3)ご利用者様と関係のない友だち追加については、適宜削除させて頂きます。 

(4)キャンセルの際には、可能な限り面会日の前日までに LINE 公式アカウントへメッセージで 

ご連絡をお願い致します。 

(5)本公式アカウントはオンライン面会専用の為、オンライン面会キャンセル以外のご連絡（ご 

利用者様の様子・体調等）は受け付けておりません。 

 

５：用 語 集 

(1)L I N E：スマートフォン等で利用できる機能（ビデオ通話等）で料金は無料です。 

(2)ア カ ウ ン ト：企業や個人を識別する情報です。 

(3)友   だ   ち：LINE 上で通話等のやり取りができる相手です。 

(4)インストール：スマートフォンやタブレット等に機能を取り込むことです。 

(5)U R L：ホームページの住所です。 

(6)QR コード：ホームページの URL を短縮して表しています。スマートフォン等のカメラで 

読み込むことでホームページを閲覧することができます。 

    (7)アップデート：古いものを新しいものに更新することです。 

    (8)ブ ラ ウ ザ：ホームページを閲覧する際に使用するものです。 

    (9)キーパーソン：要介護者や家族間の意見を調整し、医療や介護担当者と窓口になる方です。 

 

 

以上 


